
東日本大震災に係る私立学校施設災害復旧費事業の建物新築単価について

１ 高等学校以下

高等学校以下の建物新築単価については、文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領（昭和４
５年１１月１２日付け文管振第１７２号）第８第３項において、文部科学省所管公立学校施設災害復旧
費調査要領（昭和５９年９月７日付け文教施第７２号）（以下「公立調査要領」という。）に定める単
価を準用することとしており、公立調査要領に定める単価は以下の通り。

●公立学施設災害復旧事業の調査の取扱いについて（平成２３年６月１３日付け２３施施企第１９
号）「別添 平成２３年度発生災害による公立学校施設災害復旧費現地調査方針」（抜粋）

３ 建物の新築復旧の単価
調査に用いる新築復旧建物の１平方メートル当たり新築単価は、平成２３年６月８日付け財

計第１７１５号において協議の整った以下の新築単価とする。

建物の新築単価 ＝ 基本単価 ＋ 加算単価

(1) 基本単価は、下表による。
（単位：円／㎡）

幼稚園の園舎 小学校及び中
区 分 小学校及び 学校の屋内運 高 等 学 校 特別支援学校

中学校の校舎 動場並びに教
員住宅

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
151,600 175,200 156,900 170,500

木 造

鉄 骨 造 133,900 152,700 142,000 156,600

（消費税及び地方消費税を含む）

(2) 加算単価
新築復旧建物の基本単価に加算できる項目は、次に掲げるものとする。加算単価は、ア～ク

及びコの工事費等を新築復旧面積で除した単価とし、ケについては、基本単価に係数を乗じた
単価とする。

なお、クについては、それぞれ、基本設計及び実施設計に要する経費以外の工事費（設備費
及びキを除く。）に1/100を乗じて算定した額を限度とする。

ア 杭工事
イ 空調工事
ウ 暖房工事
エ 浄化槽工事
オ 解体撤去工事
カ 特殊工事（断熱材打込み，エレベーター，自家発電，自動ドア等）
キ 埋蔵文化財発掘調査
ク 実施設計，基本設計
ケ 特別地域（離島等，ただし、特定の離島については国土交通省が定める新営予算単価離島

工事指数による。）
コ その他必要と認める工事（公立学校施設整備費国庫負担（補助）事業の単価調査実施要領

による。）
(注)大学及び高等専門学校の建物の新築単価（基本単価，加算単価）は、必要に応じて別途定める

ものとする。

２ 大学及び短期大学

大学及び短期大学の建物新築単価については、公立調査要領に定めがないため、「東日本大震災に係
る文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて（通知）」（平成２３年８月３日
付け２３高私助第２５号）のとおり取り扱うこととする。
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